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Ｒ ｅ ｓ ｅ ａ ｒ ｃ ｈ  I n s t i t u t e  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  

 ７月開催の実務講習会参加者を募集中です！ 

   10月12日『自治体ＡＩ活用実務講習会』を開催します！ 

   ８月７日『個人情報保護等実務講習会』を開催します！ 

 地方自治研究機構が開催する平成３０年度の各種実務講習会等が５月からスタートしました。 
 ５月には、２つの実務講習会を東京で、また、法務特別セミナーを東京都、沖縄県及び岩手県で
開催しました。６月は地方議会開催に合わせ実務講習会も小休止しますが、７月からまた各種講習
会等を実施してまいりますので、ぜひふるって御参加ください！！  

 昨年度は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の改正を踏まえた、地方公共団体における個人

情報保護条例の見直しの考え方や留意点等についての実務講習会を開催いたしました。昨年度の講習会には、全

国各地から大変多くの皆様に御参加をいただき、研修の必要性を改めて感じさせていただいたところです。 

 さて、今年度は、『個人情報保護等実務講習会～事案に学ぶ個人情報保護～』として内容もさらに充実させ、開催

いたします。 
 今回の研修のポイント   皆様の疑問に東京大学大学院の宇賀克也先生が直接回答！ 

 より実務に富んだ研修とするため、実務上の疑問にお答えする時間を７０分確保しました。個人情報保護法の解釈

における第一人者でもある東京大学大学院法学政治学研究科教授の宇賀克也先生が、それぞれの疑問に対して
直接お答えしていただく大変貴重な機会ですので、ぜひ受講をご検討ください。 

 そうはいっても「講習会の会場で質問するのは恥ずかしいな」「自治体名や名前を出されるのは抵抗があるな」とい

う方もいらっしゃいます。 
 そこで、今回は、受講者に事前にメール等で御質問を募集することにしました。なお、講習会では質問者の自治体

名・氏名は公表しませんので、受講申し込みの上、御質問を当機構までどしどしお寄せ下さい。 

実務上の疑問をどしどし

お寄せ下さい！！ 

御質問は以下のメールアドレスまでメールでお寄せ下さい。 
質問内容、連絡先（自治体名、氏名、電話番号）を記載いただくようお願いし
ます。質問者の自治体名・氏名は公表いたしません。 

           koshu@rilg.or.jp 

 ７月には、債権管理実務講習会、働き方改革実務講習会をそれぞれ開催いたします。 

 随時募集しておりますので、参加者は当機構ホームページの専用フォームよりお申し込みください。 
   ７月２５日（水）  債権管理実務講習会 

   ７月３０日（月）  働き方改革実務講習会 

  自治体におけるＡＩ活用については、すでに取り入れている自治体もあれば、現在、実証実験等を行っている自治

体もあります。また、「ＡＩ活用を検討したいがどうすればよいかよく分からない・・」と悩んでいる自治体の方も多いと
伺っております。 

  今年度、地方自治研究機構では、自主研究事業として「市区町村におけるＡＩを活用した業務効率化等に関する調

査研究」を実施しております。調査研究の成果は、今年度末の公表となりますが、現在のＡＩ活用の現状や業務への
活用手段、先進的事例などを講習会の場でご紹介したいと考えておりますので、ご興味のある方は、ぜひ受講をご

検討ください。正式な開催案内は、別途、各自治体へ通知いたします。 

実務講習会の会場はすべて全国町村議員会館 
（東京都千代田区一番町25番地）で開催します。 



            

【お問い合わせ】 
 一般財団法人  地方自治研究機構 研修部 
   
  〒104-0061  
        東京都中央区銀座7丁目14番16号  
          太陽銀座ビル 2階 
               ＴＥＬ     ０３－５１４８－０６６２ 
               ＦＡＸ     ０３－５１４８－０６６４ 
                       E-mail koshu@rilg.or.jp 
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◆ 行政不服審査法運用実務講習会 

◆ 空き家対策実務講習会 

◆ 法務特別セミナー（那覇会場） 

法務実務セミナーの開催報告 

実務講習会の開催報告 

  また、受講された方からは、「事例が少ないため、非常に参考になっ
た」「日頃の事務に直結する内容であった」などの御意見をいただきま
した。 

やはり、かなりのご苦労があったとのことでした。受講者からは「多方面か
ら空き家に対する知見が得られる構成になっており、理解が深まった。」
などの御意見をいただきました。また、講義が終わった後、各先生に熱心
に質問される方が多くいらっしゃいました。空き家対策が全国的に切実で
喫緊な課題となっていることが感じられました。 

 

 5月23日から25日の３日間、沖縄県那覇市において『法務能力向上のための特別実務セミ
ナー（第２回 法務特別セミナー）』を開催いたしました。 
  このセミナーは、自治体職員及び議員の皆様の法務能力向上のため、政策法務のポイント
や自治体における政策法務のプロセスなど全国的に共通性のある政策法務に焦点をあて３日
間の短期集中セミナーとして行われるもので、平成26年度から全国各地で開催され、今回、沖
縄県で初めての開催となりました。 
  沖縄県では、すでに梅雨入りをしておりましたが、セミナーの期間中、天候にも恵まれ、沖縄
県内から47名もの多くの皆様に受講いただき、会場内もかりゆしウェアの方が多かったことが
とても印象的でした。 
  講義においても、事業内容によって、要綱と条例どちらで対応した方が良いか等、各先生に
熱心に質問される方もおられ、また、受講者からは「各講師とも要点を簡潔にご説明され分か
りやすかった」、「実務を踏まえた内容で分かりやすかった」などの御意見をいただきました。 
  このセミナーは、今後も全国各地で開催していきますので、まだ受講されていない方は、一
度受講をしてみてはいかがでしょうか！！ 

 さて、今年度、全国１４会場で実施する法務実務セミナー
も、東京、那覇、盛岡と３会場で開催してまいりました。 
次は7月4日～京都市、7月11日～福岡市と続きます。 
 これは、ご参考までの情報ですが、京都会場は「京都祇園祭
り」の開催期間中で、福岡会場は「博多祇園山笠祭り」の開
催期間中にセミナーを開催することになります。 
 両会場とも、まだ席に余裕があるとのことですので、セミナー受
講の息抜きに、お祭り見学などいかがでしょう！(笑) 
                            
                                                      編集担当 Ｓ 

  5月30日（水）、東京都千代田区内において、『空き家対策等実務講習会』を開催し、北は宮城県から南は沖縄県ま
で50名の方が受講されました。 
   本講習会では、空き家対策の第一人者である上智大学の北村喜宣先生から「自治体における空き家対策の現状と
課題」について講義があったほか、学識者から「行政代執行・不在者財産管理人制度の理論と手続」「ごみ屋敷条例策
定のポイント」についても講義をいただきました。また、空き家の行政代執行を行った板橋区の担当者から事例紹介が
あり、行政代執行に係る実際の具体的手続や報道対応、予算面なども含めて、写真とともに紹介していただきました。 

  5月15日（火）、東京都千代田区内において、『行政不服審査法運用実務講習会』を開催いたしました。 
  改正行政不服審査法は平成28年4月に施行され3年目に入りましたが、担当者にとっては、まだまだ勉強すべき点も
あるようです。本講習会では、行政不服申し立ての特徴、審査請求の流れ等についての講義とともに、実際に審理手
続きを行っている自治体の担当者から、都内の自治体で審査請求の件数が多かった保育所関係の事例も出しながら、
審理手続の実際と運用上の課題についての講義があり、受講者は熱心に耳を傾けていました。 


